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福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案公募要綱 

 

Ⅰ 公募の趣旨                                          
 

福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）は、地域の交通混雑の緩和と増加する交通需要や港湾
物流に対応するための交通円滑化を図る⽬的で平成２８年度より整備を進め、令和３年３⽉に供
⽤となりました。 

今回の対象地については、福岡⾼速６号線の事業⽤地として⼯事ヤードで使⽤していましたが、
⼯事完了により使⽤しなくなったため、事業⽤地の処分を⾏うものですが、売却にあたっては、
地域の利便性向上や周辺環境への配慮等を考慮する必要があるため、⼟地価格だけでなく、提案
内容も評価の対象とする総合評価公募型プロポーザル⽅式による公募を⾏うこととしています。 

⺠間事業者の皆さまのノウハウやアイデアを活かし、地域の活性化や利便性向上等に繋がる事
業提案を広く募集します。 
 

 

（事業予定者決定までの流れ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑の受付・回答 

公募要綱等の公表 

応募書類の受付 

応募者ヒアリング 

事業予定者の決定 

（回答は随時⾏います） 

令和 4 年 11 ⽉ 21 ⽇〜 

令和 4 年 11 ⽉ 28 ⽇〜 
12 ⽉ 9 ⽇（⼟⽇祝を除く） 

令和 5 年 1 ⽉ 10 ⽇〜 
1 ⽉ 20 ⽇（⼟⽇祝を除く） 

令和 5 年 2 ⽉（予定） 

令和 5 年 2 ⽉（予定） 

公募要綱 P12 

公募要綱 P12 

公募要綱 P13 

公募要綱 P14 

公募要綱 P15 
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Ⅱ 公募対象地の概要  
 
（１）位置図 
  住居表⽰：福岡市東区⾹椎浜三丁⽬１番（３区画とも同様） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）概要 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画 ① ② ③
⾯積（㎡） 6,393.94 1,523.52 1,651.65

所在地
福岡市東区⾹椎浜三丁⽬

12番2
福岡市東区⾹椎浜三丁⽬

12番38､12番46
福岡市東区⾹椎浜三丁⽬

12番48

⽤途地域
第⼆種住居地域及び

近隣商業地域
第⼆種住居地域及び

第⼀種中⾼層住居専⽤地域
第⼆種住居地域及び

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

建ぺい率
60%(第⼆種住居地域)
80％(近隣商業地域)

容積率 200%
⾼度地区

地⽬ 公園 宅地 宅地

交通条件

その他特記事項
※⾯積、所在地については、測量・分筆登記後に法務局に備え付けられる地積測量図記載の⾯積
 （⼩数第2位まで）及び記録される所在を記載。

第⼆種20m⾼度地区

地区計画：「⾹椎浜三丁⽬地区地区計画」区域内

JR⿅児島本線 ⾹椎駅 徒歩約18分
⻄鉄⾙塚線 ⻄鉄⾹椎駅 徒歩約17分

⻄鉄バス イオンモール⾹椎浜バス停 徒歩約1分

200%

60%
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区画②
事項

接道状況 南東側：市道⾹椎箱崎浜線（幅員約40ｍ）
上⽔道 有 南東側埋設管
下⽔道 有 南東側埋設管
都市ガス 無 −
電気 有 地上配線

埋蔵⽂化財

⼟壌汚染調査
⼟地の

使⽤履歴

敷地の状況

平成29年まで商業施設の駐⾞場として利⽤。
平成30年以降、福岡⾼速6号線の事業⽤地として令和3年度まで利⽤。

履歴調査の結果、⼟壌汚染の原因となる履歴は確認できませんでした。

敷地内に管理のための⽊柵、舗装等が残っていますが、現状のまま引き渡します。試
掘調査により確認された、埋設管等につきましては、撤去を⾏っております。建築⼯
事等で新たに埋設物など発⾒された場合は事業者にて対応をお願いします。

※1 上記は接⾯道路おける埋設管の有無を⽰しております。設置や引き込みの可否や時期、
  費⽤負担の有無等の詳細については、各事業者にお問い合わせください。

状況等

公共施設
（※1）

本物件は埋蔵⽂化財包蔵地外です。よって、⼯事等の実施に⽀障はありませんが、埋
蔵物を発⾒した場合は、⽂化財保護法第96条の規定により、発⾒時の状態を変えるこ
となく福岡市に届け出るとともに、協議が必要となります。

区画①
事項

北東側：市道⾹椎浜3798号線（幅員約10ｍ）
南東側：市道⾹椎箱崎浜線（幅員約48ｍ）
南⻄側：市道⾹椎浜団地7号線（幅員約26ｍ）
上⽔道 有 南東側埋設管、南⻄側埋設管
下⽔道 有 北東側埋設管、南東側埋設管、南⻄側埋設管
都市ガス 有 北東側埋設管、南東側埋設管、南⻄側埋設管
電気 有 地上配線

埋蔵⽂化財

⼟壌汚染調査
⼟地の

使⽤履歴

敷地の状況

平成29年7⽉以前の現地は⾹椎浜中央公園として利⽤。平成29年8⽉に公園を移転に伴
い廃⽌。その後、福岡⾼速6号線の事業⽤地として令和3年度まで利⽤。

※1 道路の歩道拡幅に伴い、現在は当該⼟地に⾯した歩道が道路区域に編⼊されていない
  状況だが、令和４年度中に編⼊する予定（上記は道路区域編⼊後の状況を記載）。
※2 上記は接⾯道路おける埋設管の有無を⽰しております。設置や引き込みの可否や時期、
  費⽤負担の有無等の詳細については、各事業者にお問い合わせください。

状況等

本物件は埋蔵⽂化財包蔵地外です。よって、⼯事等の実施に⽀障はありませんが、埋
蔵物を発⾒した場合は、⽂化財保護法第96条の規定により、発⾒時の状態を変えるこ
となく福岡市に届け出るとともに、協議が必要となります。
履歴調査の結果、⼟壌汚染の原因となる履歴は確認できませんでした。

敷地内に管理のための⽊柵、⼟嚢等が残っていますが、現状のまま引き渡します。試
掘調査により確認された、埋設管等につきましては、撤去を⾏っております。建築⼯
事等で新たに埋設物など発⾒された場合は事業者にて対応をお願いします。

接道状況
（※1）

公共施設
（※2）
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（３）対象地の売却⽅式 
 対象地は現状のまま引き渡します。 
 
（４）最低⼟地価格 
 区画① 181,000 円／㎡（参考：約 11.6 億円；6,393.94 ㎡の場合） 
 区画②  92,600 円／㎡（参考：約 1.4 億円；1,523.52 ㎡の場合） 
 区画③ 154,000 円／㎡（参考：約 2.5 億円；1,651.65 ㎡の場合） 
 ※有効期限：令和 5 年 10 ⽉ 31 ⽇まで 
 

 

Ⅲ 応募者の構成等                                        
 
１．基本的要件 

応募者は、本要綱に従い⼟地を⾃ら利⽤する、または、良好な建築物の建設を⾏うことができ 
る⼗分な資⾦⼒、信⽤を有する者とします。 
 
 
２．応募者の構成 

応募者の構成は次のとおりとします。 
 

区画③
事項

北側：市道奈多⾹椎浜線（幅員約31〜34ｍ）
南東側：市道⾹椎箱崎浜線（幅員約40ｍ）
上⽔道 有 北側埋設管、南東側埋設管
下⽔道 有 北側埋設管、南東側埋設管
都市ガス 無 −
電気 有 地上配線

埋蔵⽂化財

⼟壌汚染調査
⼟地の

使⽤履歴

敷地の状況

平成29年まで商業施設の駐⾞場として利⽤。
平成30年以降、福岡⾼速6号線の事業⽤地として令和3年度まで利⽤。

状況等

公共施設
（※1）

本物件は埋蔵⽂化財包蔵地外です。よって、⼯事等の実施に⽀障はありませんが、埋
蔵物を発⾒した場合は、⽂化財保護法第96条の規定により、発⾒時の状態を変えるこ
となく福岡市に届け出るとともに、協議が必要となります。
履歴調査の結果、⼟壌汚染の原因となる履歴は確認できませんでした。

敷地内に管理のための⽊柵、舗装等が残っていますが、現状のまま引き渡します。試
掘調査により確認された、埋設管等につきましては、撤去を⾏っております。建築⼯
事等で新たに埋設物など発⾒された場合は事業者にて対応をお願いします。

※1 上記は接⾯道路おける埋設管の有無を⽰しております。設置や引き込みの可否や時期、
  費⽤負担の有無等の詳細については、各事業者にお問い合わせください。

接道状況
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（１）応募者（応募者が企業等連合体の場合は応募者の代表企業及び構成企業）は、他の応募者
の代表企業及び構成企業となることはできません。 

 
（２）応募者（応募者が企業等連合体の場合は応募者の代表企業及び構成企業）は、他の応募者

の代表企業及び構成企業と以下の資本関係⼜は⼈事関係がある者ではないこと。 
・資本関係とは、親会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第４号及び会社法施⾏規則

第３条の規定による親会社をいう。）と⼦会社の関係にある場合、若しくは、親会社を同じく
する⼦会社同⼠の関係にある場合をいう。 

・⼈事関係とは、⼀⽅の企業の役員（会社法第 329 条第１号の規定による役員をいう。但し、
社外取締役及び社外監査役の場合を除く。）が他⽅の企業の役員を兼ねている場合をいう。（以
下、３（７）において同じ。） 

 
（３）応募者の代表企業は、Ⅴ．１における応募書類の提出以降は変更できません。 
 
（４）応募者の代表企業は、構成企業を変更⼜は追加する場合は、提案書提出までに提案様式集

「構成企業変更承諾書」（様式２−２）を市に提出し、承諾を得るものとします。やむを得ない
場合を除き、提案書提出後の変更及び追加はできません。 

 
３．応募者の参加資格 

応募者が備えるべき参加資格は次のとおりとします。 
 
（１）地⽅⾃治法施⾏令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者でないこ

と。 
 
（２）公募要綱等公表⽇から優先交渉権者決定までの間に、福岡市競争⼊札参加停⽌等措置要領

（以下「措置要領」という。）に基づく競争⼊札参加停⽌の措置⼜は排除措置を受けている期
間がある者でないこと。  

 
（３）措置要領別表第１、第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。 
 
（４）最近２年間の市町村税を滞納していない者であること。 
 
（５）最近２年間の消費税及び地⽅消費税を滞納していない者であること。 
 
（６）会社更⽣法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更⽣⼿続開始の申⽴がなされている者、

破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産⼿続開始の申⽴がなされている者⼜は会社法
に基づく特別清算開始の申⽴がなされている者、⼿形交換所による取引停⽌処分を受けてい
る者、その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
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（７）Ⅶ．２で⽰す「福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案評価委員会」
の設置⽇（令和４年１０⽉２６⽇）以降に、本事業について委員に接触を試みた者ではない
こと。また、委員⼜は委員が属する企業と資本関係⼜は⼈事関係がある者ではないこと。 

 
（８）応募者は、次の各号に該当する者でないこと。 

①福岡市暴⼒団排除条例（平成２２年福岡市条例第３０号。以下「条例」という。）第２条第
２号に規定する暴⼒団員（以下「暴⼒団員」という。） 

②役員のうちに暴⼒団員に該当する者がいる法⼈ 
③次に掲げる条例第２条第１号に規定する暴⼒団（以下「暴⼒団」という。）⼜は暴⼒団員と 

密接な関係を有する者 
ア 暴⼒団員が経営に事実上参加している事業者 
イ 暴⼒団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴⼒団員がその運営を

⽀配している事業者 
ウ 暴⼒団員であることを知りながら、その者を雇⽤・使⽤している者 
エ 暴⼒団員であることを知りながら、その者と下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約等を

締結している者 
オ 暴⼒団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 
カ 役員等が暴⼒団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に⾮難され

る関係を有する者 
 
４．企業等連合体の場合の役割 
（１）応募者が企業等連合体の場合、構成事業者の中から選任された代表事業者が、応募及び事 

業の諸⼿続きを⾏うこと。 
 
（２）応募時の企業等連合体における代表事業者及び構成事業者の役割は、以下のとおりとし、   

事業者決定後も、その地位及び役割等を承継すること。 
①代表事業者 企業等連合体を代表し、事業計画書に基づく開発の総括及び構成事業者間の調 

整を⾏うこと。 
②構成事業者 事業分担計画に基づいた役割を実施すること。 

 
５．応募に関する費⽤負担 

応募に関して必要となる費⽤は、すべて応募者の負担とする。 
 
６．応募の⽅法 

応募者は、⼀つの提案に限り応募することができる。 
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Ⅳ 応募条件等                                          
 
１．⼟地利⽤の考え⽅ 
（１）⼟地利⽤の前提要件 

対象地の存する地区につきましては、福岡市総合計画において、東部広域拠点である⾹椎・
千早地区と活⼒創造拠点として位置付けられているアイランドシティに隣接しており、これら
の計画区域との⼀体的な拠点地域の形成を図る、拠点連携地域に位置付けられています。 

また、対象地においては、都市計画法に基づく地区計画の区域に含まれており、「地区計画の
⽬標」に定められている、地区内外の都市公園や周辺の⽔辺空間等の⾃然環境の活⽤及び既存
の歩⾏者道路ネットワークの強化を図りながら、緑豊かなアメニティ空間を⽣かしたにぎわい
のあるまちづくりを⽬指すこととなっております。 

今回の公募にあたっては、地区計画に定められた内容に基づき、地域の利便性向上、周辺の
住環境及び良好なまちなみの形成に⼗分配慮したものとしてください。 

 
（２）開発⾏為の申請 

公募対象地について、開発⾏為の申請が必要な場合は、応募者が⾏うものとします。 
 

２．売却要件 
⼀区画から募集します。（区画内を分割しその⼀部を購⼊する提案は不可とします。） 
 

３．⼟地利⽤計画の要件 
（１）⼟地利⽤の制限 

①建築物の⽤途 
地区計画の「建築物等の⽤途の制限」を遵守するものとし、⽣活利便施設など地域の課題 

解決や利便性向上、賑わいの創出に資する計画としてください。 
 
②緑化の推進 

地区計画を遵守するとともに、良好な環境形成のため、更なる緑化に努めてください。 
 
③周辺への配慮 
 区画①については、地区計画に基づき、南⻄側の道路予定地（市道⾹椎浜団地 7 号線）か
ら２ｍの壁⾯位置の制限が定められています。 
 また、周辺の環境に⼗分配慮した景観形成に努めてください。 

 
 
 
 
 
 



 - 8 -

（２）都市⾼速道路⾼架下の⼟地利⽤について 
区画②と区画③については、都市⾼速道路⾼架下の⼟地利⽤を含めた提案を可能とします。 
ただし、対象物件に隣接している都市⾼速道路の⾼架下の⼟地利⽤を希望される場合は、福 

岡北九州⾼速道路公社から道路占⽤許可を得る必要があります。 
道路占⽤許可については、許可基準、条件、占⽤料等の要件がありますので、事前に協議が必

要です。 
詳細は福岡北九州⾼速道路公社福岡事務所沿道対策課（092-631-0148）にご確認ください。 

 
（３）分譲条件等 

①所有権移転等の制限 
事業予定者は、原則として⼟地の引渡しの⽇から３年以内に開発事業計画の⽤途に供する

こととします。それまでの間は、⼟地の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転⼜は所
有権の移転を主たる⽬的とした合併（以下「売買等」という。）を⾏わないこととします。 

ただし、福岡市と協議の上、市が認めた場合はこの限りではありません。 
 
②⼟地の利⽤について開発事業計画の⽤途に供すべき期間 

⼟地の利⽤について開発事業計画の⽤途に供すべき期間は、⼟地の引渡しの⽇から１０年 
間とします。 
 
③⼟地利⽤計画の要件の承継 

事業予定者が、売買等を⾏う場合は、事業予定者の義務について、売買等の相⼿先に承継 
させるものとします。また、事業予定者は、売買等の事前に、売買等の相⼿⽅から福岡市に 
対して、事業予定者の義務承継に関する承諾書を提出させることとします。 
 
④契約の解除 

事業予定者が、契約に定める義務を履⾏しないときは、福岡市は契約の解除を⾏い、あわ 
せて⼟地売買代⾦の３割に相当する額の違約⾦を徴収するものとします。 
 
⑤⼟地の引渡し 

⼟地は、現状のまま事業予定者に引渡します。 
 
⑥⼟地の引渡し時期 

⼟地の引渡しは、契約保証⾦を除く⼟地売買代⾦を完納したときとします。 
 
⑦契約不適合責任 

売買契約締結後、数量の不⾜その他契約の内容に適合しないことを理由として、福岡市に
対し売買代⾦の減免、物件の修補、損害賠償等の⼀切の請求⼜は契約の解除をすることはで
きません。  

ただし、契約者が個⼈（事業として⼜は事業のために契約の当事者となる場合におけるも
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のを除く。）で、売買物件に契約の内容に適合しないことを発⾒したときは、物件の引渡しの
⽇から２年以内に限り、損害賠償の請求⼜は契約の解除をすることができることとします。 
 
⑧ その他 
・事業の提案・実施にあたっては、本公募要綱に定めるもののほか、都市計画法、建築基準 

法その他関係法令・条例等を遵守してください。 
・事業実施に必要な関係機関・地元⾃治会等との調整や、事業実施に伴い近隣等とトラブル 

が⽣じた場合の対応は、事業者の責任により⾏ってください。 
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Ⅴ 応募書類等                                          
 
１．応募書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．事業計画書 

※提案趣意書、開発計画書、関係図書は、Ａ３版、横、合計で５枚程度としてください。 
※正本１部については応募者名をつけ、副本７部については事業予定者の住所、会社名、⽒ 

名等応募者を特定できる表記は付さないでください。また、事業者名を類推できるブラン 
ド名、ロゴマーク等も⼀切表⽰しないでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書類名 説明 提出部数 備考

提案趣意書 事業計画の基本的な考え⽅（基本コンセプト
との整合性）について記載してください。 ８部 Ａ３横

サイズ

開発計画書

・計画概要
 ※地域貢献、周辺環境への配慮について、
  具体的に記⼊してください。
・事業スケジュール等
・事業分担計画（各応募者の役割分担を記
 載）※企業等連合体の場合のみ
・その他説明書（計画概要の説明等、特に必
 要と思われるもの）

８部 Ａ３横
サイズ

関係図書

・建設概要書、配置図（外構計画及び１階平
 ⾯図を含む）、⾯積表、⽴⾯図、イメージ
 パース等
・その他説明図書（その他説明が必要と思わ
 れるもの）

８部 Ａ３横
サイズ

事業収⽀計画書
様式４の他、⾃⼰資⾦の場合は残⾼証明、銀
⾏等から資⾦調達する場合は融資関⼼証明書
等、その協議状況等を説明する書類

８部 様式４

書類名 説明 提出部数 備考

応募申込書
応募者が企業等連合体の場合は、「企業等連
合体調書 【様式２−１】」も提出してくださ
い。

１部 様式１

譲受希望⼟地価格
提⽰書

※⼀区画でも譲受希望⼟地価格がⅡ（４）の
最低⼟地価格未満の場合は、失格となりま
す。

１部 様式３

事業計画書 「２．事業計画書」参照 各８部
事業者説明書 「３．事業者説明書」参照 各１部
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３．事業者説明書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１）企業等連合体の場合は、構成事業者すべてについて提出してください。ただし、「直近 

３期分の事業報告書及び決算報告書」「経営状況調書」は代表事業者のものを提出する 
こととします。 

※２）公的証明（履歴事項全部証明書等）は、申込⽇前３ヵ⽉以内に発⾏されたものに限り 
ます。 

 
４．その他の注意事項 
（１）応募にあたっての注意事項 

①本件において使⽤する⾔語は⽇本語とし、通貨単位は円とします。 
②応募書類その他応募者から提出された書類（以下「応募書類等」という。）は、返却し 

ません。 
③本件への応募書類等の提出及びヒアリングへの参加等にかかる費⽤については、すべて 

応募者の負担とします。 
④応募書類等受理後の変更、差し替え及び再提出は、福岡市が認めた場合を除き、原則とし 

て認められません。 
⑤提案書の著作権は、応募者に帰属します。但し、市が福岡市情報公開条例に基づき提案内

容を公表する場合、その他市が必要と認める時には、市は応募者と協議の上、提案書の全
部⼜は⼀部を無償で使⽤できるものとします。 

 
（２）その他開発等にあたっての注意事項 
  ①開発にあたっては、各種の法令・基準を遵守してください。 

②開発の準備・計画段階では地元や関係者との事前協議等を⼗分に⾏ってください。 

書類名 説明 提出部数 備考

事業者の概要 定款⼜は寄附⾏為、事業者案内（パンフレッ
トも可）、事業経歴書 １部

履歴事項全部証明書 個⼈の場合は住⺠票（外国⼈の場合は外国⼈
登録原票記載事項証明） １部

印鑑登録証明書 １部

納税証明書

・市町村税：本社所在地の市町村が発⾏する
 市町村税に滞納がないことの証明
・消費税及び地⽅消費税：納税証明書（その
 ３の２または３の３）
※最近２年間の滞納がないことを証明できる
 もの

１部

事業報告書及び決算報告
書等
（直近３期分）

・事業報告書及び決算報告書
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
 計算書、個別注記表及び附属明細書
・法⼈税申告書

１部

経営状況調書 １部 様式５



 - 12 -

③本公募要綱記載事項と現況と異なる場合には現況を優先します。 
④敷地内の塀等⼯作物の補修・改修・撤去・再築造及びその費⽤負担等について、福岡市 

は対応しません。 
⑤物件の敷地内（地中を含む。）に⼯作物やゴミ・ガラ・砕⽯等が存在する場合がありますが、 

撤去及びその費⽤負担等について、福岡市は対応しません。 
⑥現地の除草・伐採及びその費⽤負担等について、福岡市は対応しません。 
⑦物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えて 

いても、移設・撤去・再築造及びその費⽤負担等について、福岡市は対応しません。 
⑧物件の敷地内及び敷地上空⼜は隣接地等に電柱・⽀線等がある場合の移設・撤去等の可 

否等の取扱いについては、設置者⼜は管理者等にお問い合わせください。福岡市ではこれ 
らについて対応しません。 

⑨新たな開発に伴う基盤整備は事業者の負担とします。 
 
 
Ⅵ 応募⽇程等                                          
 

（１）本公募の事務局 
福岡市中央区天神１丁⽬８番１号 福岡市役所６Ｆ 
福岡市道路下⽔道局計画部⾼速道路推進課 
担当：中村、⼭王 
電話：０９２(７１１)４４１８ FAX：０９２(７３３)５８６４ 
Email：kosoku.RSB@city.fukuoka.lg.jp 

 
（２）公募要綱等の公表 

公募要綱等は、令和４年１１⽉２１⽇(⽉)から福岡市ホームページ（公募（事業者向け）） 
に掲載します。（書類の配布は⾏いませんので、必要資料は下記ホームページよりダウンロード 
してください） 

福岡市ホームページ（公募（事業者向け）） 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/kosoku/business/fukuokakousoku-koubo.html 

 
（３）質疑の受付及び回答 

本公募に関する質疑は、以下のとおり受付及び回答します。回答については公募要綱の⼀部 
を構成するものであり、同等の効⼒を有するものとなります。 

①受付期間及び時間 
令和４年１１⽉２８⽇(⽉)午前９時〜令和４年１２⽉ ９⽇(⾦)午後５時まで 

②提出⽅法 
「質疑書【様式６】」を、（１）の事務局に電⼦メールで提出してください。電⼦メールで送 

信する際のメールタイトルは「福岡⾼速６号線事業⽤地跡地公募に関する質疑」と明記して 
ください。 
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また、送付後、事務局から受領についての電⼦メールが返信されない場合は，事務局に電
話にて受領の確認を⾏ってください。（受領確認の電話は⼟，⽇，祝⽇を除く） 
 
③回答⽅法 

回答は、随時、（２）の福岡市ホームページ（公募（事業者向け））にて⾏い、質疑者への個   
別の回答は⾏いません。その際、質疑者の事業者名は公表しないこととします。また、質疑 
者独⾃のアイデア、ノウハウに関する質疑については、福岡市が判断のうえ、公表しないこ 
とがあります。 

なお、公募に関して補⾜すべき事項があった場合、随時、（２）の福岡市ホームページ（公 
募（事業者向け））に掲載し、公募要綱の⼀部とみなします。 

 
（４）応募書類の受付 

①受付期間及び時間 
令和５年 １⽉１０⽇(⽕)〜令和５年 １⽉２０⽇(⾦) 
午前９時〜午後５時（ただし、正午〜午後 1 時、⼟・⽇曜⽇及び祝⽇を除く。） 

②提出⽅法 
（１）の事務局に持参し提出してください。（事前に事務局に連絡の上、持参ください。） 
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Ⅶ 事業予定者の決定                                      
 

１．応募者の資格・応募条件等の審査 
  応募者の資格・応募条件等が、本公募要綱に定めている要件を満たしているかを事務局に 

おいて審査します。なお、要件を満たさない場合は、失格とします。 
※失格の場合は事務局審査の段階で応募者へ通知します。 

 
２．提案評価等 
（１）提案評価 

本市が設置する「福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案評価委員会
（以下「委員会」という。）」において、応募者が提出した書類に基づき、公平な⽴場で客観的に
評価するとともに、本市が提案価格等評価の上、最も優れた計画内容を有するものを総合的に
評価します。 

  なお、評価委員会の委員は以下のとおりです。 
 
 ■委員⼀覧 

組 織 所 属 ⽒ 名 
委 員 ⻑ 九州⼤学 総合理⼯学研究院 教授 萩島  理 
副委員⻑ 福岡市道路下⽔道局計画部⻑ ⽵下 和宏 
委  員 九州⼤学⼤学院 ⼈間環境学研究院 准教授   志賀  勉 

〃 ⾏正晴實公認会計⼠事務所公認会計⼠・税理⼠ ⾏正 晴實 
〃 福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部⻑ 冨⽥ 久仁彦 

 
（２）評価⽅法 

福岡市は応募された提案について、下記の項⽬及び配点（詳細は「事業予定者選定要領」を参
照）に基づき、事業予定者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項⽬・内容 配点

（1）景観・デザイン・環境への配慮 20
（2）地域への貢献 30
（3）安⼼・安全 20
（4）計画の実現性 20
（5）加点項⽬ 60

合  計 150
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（３）ヒアリング等 
委員会が提案を評価するために必要があると認める場合は、応募者に対し追加資料（融資証

明書等）を求め、また、当該提案内容について委員会のなかでヒアリングを⾏うことがありま
す。ヒアリング等を実施する場合は、対象者に事前に通知します。 

ヒアリング等で確認した内容は、応募書類の⼀部をなし、同等の効⼒を有するものとします。
なお、ヒアリング等に特別な理由がなく応じられない場合は、参加資格を取り消すものとしま
す。 

 

３．事業予定者の決定等 
（１）事業予定者の決定 

委員会の評価結果を参考に、本市が事業予定者を決定します。なお、契約前に事業予定者が
暴⼒団員でないことを、警察本部に照会させていただきます。 

 
（２）結果通知 

選定結果は、応募者全員に⽂書で通知いたします。ただし、企業等連合体の場合は、代表事業
者のみに通知いたします。また、Ⅵ（２）福岡市ホームページ（公募（事業者向け））で公表し
ます。 

 
（３）その他 

①選定結果に対する異議等については、⼀切応じません。 
②事業予定者は、事業予定者としての地位を第三者に譲渡することはできません。 
③事業予定者が、事業着⼿前に、下記の事由に該当する場合等は、応募事業者のうち、第⼆ 

位順位者を事業予定者に変更することがあります。以下、同じように取り扱います。 
ア．事業予定者が、本要綱に記載する応募参加資格を満たさなくなったと本市が判断した

場合。 
イ．事業予定者が、本要綱に記載する応募条件等に反することが判明した場合。 
ウ．事業予定者が、事業推進に必要な⼿続きを⾏わない場合。 
 
 

Ⅷ 契約の締結等 
 
１．契約等の締結                                        

事業予定者は、福岡市と評価委員会から出された付帯意⾒への対応や契約条件等の協議を⾏
い、合意形成され、２（１）の契約保証⾦（遅延利息が⽣じた場合は、遅延利息を含む。）を完
納したとき、契約を締結することとします。 
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２．代⾦の納⼊等 
（１）契約保証⾦について 

①事業予定者は、契約保証⾦として⼟地売買代⾦の１０％に相当する額を福岡市が発⾏する 
納⼊通知書により、福岡市が事業予定者との協議を踏まえて指定する⽇までに納⼊してい 
ただきます。 

②契約保証⾦は、⼟地売買代⾦の⼀部に充当します。 
③契約保証⾦は、⺠法第５５７条に定める⼿付⾦とは解しません。 
④契約保証⾦は、違約⾦が発⽣した場合はその⼀部に充当します。 
⑤契約保証⾦は、損害賠償額の予定⼜はその⼀部とは解釈しません。 
⑥契約保証⾦には、利息は付さないものとします。 

 
（２）⼟地売買代⾦の納⼊について 

事業予定者は、⼟地売買代⾦から契約保証⾦を除く⾦額を福岡市が発⾏する納⼊通知書によ
り、令和５年５⽉末⽇までの間で市が事業予定者との協議を踏まえて指定する⽇までに納⼊し
ていただきます。 

 
（３）遅延利息について 

契約保証⾦と⼟地売買代⾦について、福岡市が指定する期限までに納⼊しないときは、納⼊
期限の翌⽇から納⼊の⽇までの期間に応じ、年１４．６％の遅延利息を納⼊していただきます。 

この場合において１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとします。 
 
３．開発事業計画の策定 
  事業者は、公募要綱等及び提案書に基づき、本件⼟地建物の引渡しまでに、事業対象地に係

る開発事業計画を策定し、市の承認を得るものとします。なお、開発事業計画の策定にあたっ
ては、事業者は、本事業の評価委員会から出された付帯意⾒等も尊重するとともに、更に地域
の魅⼒向上や賑わいの創出に資すると判断する場合に限り、公募要綱等及び提案書以外の内容
を含めて開発事業計画を策定することができます。 

 
４．⼟地の引渡し及び権利の登記等 
（１）⼟地は、事業者が開発事業計画を策定し、市の承認を受け、⼟地売買代⾦（遅延利息が⽣じ  

た場合は、遅延利息を含む。）を完納したとき、現状のまま、事業予定者に引渡します。 
 
（２）所有権移転登記は、⼟地売買代⾦（遅延利息が⽣じた場合は、遅延利息を含む。）の納⼊確

認後、本市が⾏います。 
 
（３）所有権移転登記に要する費⽤は、事業予定者の負担とします。 
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５．事業の実施 
事業者は、開発許可申請及び建築確認申請を⾏う前までに、本要綱及び開発事業計画に基づ

き、実施計画を策定し、本市の承認を受けた後、事業を実施するものとします。また、実施計画
を変更する場合も、本市の承認を得るものとします。 



【図-1-1】
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【図-1-2】
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【様式１】 

福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地 
事業提案公募 

応 募 申 込 書 

令和  年  ⽉  ⽇ 

（あて先） 福 岡 市 ⻑ 

所 在 地 

名   称 

代表者⽒名

（企業等連合体の場合は、代表事業者）

 福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案公募要綱の記載内容を
承知のうえ、必要書類を添えて申し込みます。 
 なお、この申込書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないこと及び暴⼒
団員⼜は暴⼒団員と密接な関係を有する者（法⼈の場合にあっては当該法⼈の役員が暴
⼒団員に該当する法⼈を含む。）でないことを誓約します。 

また、資格確認のために必要な、官公庁への照会を⾏うことについて承諾します。 

【担当者等】 
○担当部署：

○担当者名：

○連 絡 先：

※提出される必要書類の項⽬に基づき書類リストを添付してください。
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【様式２−１】 

福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地 
事業提案公募 

企業等連合体調書 
申 込 者 名 業務内容 

代表事業者 

所 在 地 

名  称 

代表者名 

構成事業者
１ 

所 在 地 

名  称 

代表者名 

構成事業者
２ 

所 在 地 

名  称 

代表者名 

構成事業者
３ 

所 在 地 

名  称 

代表者名 

※各事業者の本公募における業務内容の概要を記載してください。
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【様式２−２】 

年 ⽉ ⽇ 
福岡市⻑ 様 

構成企業変更承諾願 

（代表企業）
所在地
商号⼜は名称
代表者名

 令和 年 ⽉ ⽇付けで提出した「福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤ 
地跡地事業提案公募」の事業者説明書のうち企業等連合体調書（様式 2-1）に記載した 
内容の⼀部変更について、承諾願います。なお、公募要綱に定められた応募者に関する 
条件を満たしていること並びに本承諾願の記載事項及び添付書類について事実と相 
違ないことを誓約します。 

変更内容 

変更理由 

※応募書類の「事業者説明書」を全て添付すること。ただし、先に提出した「事業者説
明書」と同⼀内容のものについては、省略することができます。
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【様式３】 

福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案公募 

譲受希望⼟地価格提⽰書 

住   所 
会 社 名 
代表者⽒名 

▽希望する区画に⾦額を記⼊してください。希望しない区画は無記⼊でお願いします。

※譲受希望⼟地価格は、アラビア数字を使い、その頭部分に「￥」を記⼊してください。
※事業予定者となった場合には、上記価格に確定した売却⾯積を乗じた価格（１円未満は切り捨

てます）で福岡市との⼟地売買契約を締結することとなります。
※⾦額を訂正している譲受希望⼟地価格調書は無効となります。

▽分譲希望区画が複数の場合は、下欄を確認し、□にチェックを記⼊してください。

⇒本⽤紙を封筒に⼊れ、封印の上、提出してください。

譲渡希望 
⼟地価格 

区画① 
億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 ⼀ 

円/㎡ 

区画② 
億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 ⼀ 

円/㎡ 

区画③ 
億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 ⼀ 

円/㎡ 

 評価の結果、申し込んだ分譲希望区画の⼀部について、他の応募者が上位となったことに伴い、
申し込み通りに分譲希望区画を取得できない場合、

申し込んだ分譲希望区画のうち、評価の結果、順位が１位となった区画の全てについて、
分譲を希望します。

評価の結果、順位が１位となった区画に応じて、判断をしたいため、評価後に協議を希望
します。

申し込んだ分譲希望区画の全てを取得できない場合は、分譲を希望しません。※

※取得を希望しない場合は、次点の応募者に取得、または評価後に協議を希望する権利が移ります。
 (詳細は別紙「事業予定者選定要領」のＰ６を参照)
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【
様
式
４
】

（
単
位
：
百
万
円
、
割
合
：
％
）

※
１

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

合
計

管
理
費

維
持
補
修
費

固
都
税
等

保
険
料
等

合
計

※
代
表
的
な
項
⽬
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
の
で
，
各
社
必
要
に
応
じ
て
項
⽬
を
追
加
し
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１
 
収
⽀
計
画
初
年
度
の
明
細
（
計
算
の
基
礎
デ
ー
タ
）
を
別
紙
で
⽰
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２
 
各
項
⽬
の
計
算
基
礎
を
⽰
し
て
く
だ
さ
い
。
（
例
：
毎
年
度
１
０
％
Ｕ
Ｐ
）

事
業
収
⽀
計
画
書

税
引
後
損
益

従
業
員
数

⽀
出
項
⽬

⽀
払
利
息

開
業
費
償
却

経
常
損
益

法
⼈
税
等

⽀ 出

（
５
年
⽬
）

（
４
年
⽬
）

償
却
前
損
益

減
価
償
却
費

営
業
損
益

（
３
年
⽬
）

（
２
年
⽬
）

（
開
業
初
年
度
）

収 ⼊

備
考

（
１
０
年
⽬
）

（
９
年
⽬
）

（
８
年
⽬
）

（
７
年
⽬
）

（
６
年
⽬
）
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【様式５】 
福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案公募 

経営状況調書 
項  ⽬ 単位 令和   年度 令和   年度 令和   年度 ３か年平均 

売上⾼ ① 千円 

営業利益 ② 千円 

税引後当期純利益 ③ 千円 

資産（総資本） ④ 千円 

流動資産 ⑤ 千円 

うち現⾦・預⾦ ⑥ 千円 

固定資産 ⑦ 千円 

繰延資産 千円 

負債 ⑧ 千円 

流動負債 ⑨ 千円 

うち短期借⼊⾦ ⑩ 千円 

固定負債 千円 

うち⻑期借⼊⾦ ⑪ 千円 

資本（⾃⼰資本） ⑫ 千円 

資本⾦ 千円 

その他 千円 

流動⽐率 ⑤／⑨ ％ 

当座⽐率 ⑥／⑨

固定⽐率 ⑦／⑫

負債⽐率 ⑧／⑫ ％ 

⾃⼰資本利益率 ③／⑫ ％ 

⾃⼰資本⽐率 ⑫／④ ％ 

営業利益率 ②／① ％ 

借⼊⾦依存率 (⑩+⑪)/④ ％

注１）直近の３か年について記⼊してください。３か年平均については、直近の３か年の数値の合計
を⽤いて算出してください。 

注２）売上⾼等の⾦額については、千円未満を四捨五⼊した数値で、営業利益率等の割合については、
⼩数第２位未満を四捨五⼊して記⼊してください。
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【様式６】 

福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案公募 

質 疑 書 

令和  年  ⽉  ⽇ 

（あて先） 福 岡 市 ⻑ 

所 在 地 
名   称
代表者⽒名

担 当 部 署 
担当者⽒名

（連絡先： ） 

 福岡⾼速６号線（アイランドシティ線）事業⽤地跡地事業提案公募に関し、以下のこ
とについて質問します。 

質問番号 １ 要綱の記載箇所 
（質問内容） 

質問番号 ２ 要綱の記載箇所 
（質問内容） 

※記⼊欄が⾜りないときは、適宜別紙を追加してください。
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